
 

 

経理規程 

公益財団法人オリオンビール奨学財団 

 

（目 的）  

第１条 この規程は､公益財団法人オリオンビール奨学財団（以下「当財団」という）に

おける経理処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況

を正確かつ迅速に把握し、この法人の健全かつ能率的な運営を図ることを目的と

する｡  

  

（適用範囲）  

第２条 この規程は、この法人の経理業務のすべてについて適用する｡  

  

（経理の原則）  

第３条 この法人の経理は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に

公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に準拠して処理されなければならな

い｡  

  

（会計年度）  

第４条 この法人の会計年度は、定款の定めにより、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 

日までとする｡  

  

（区分経理）  

第５条 この法人の経理は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用

に関する法律（以下「活用法」という。）第 27 条第 2 項及び民間公益活動を促

進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に

関する内閣府令（以下「内閣府令」という。）第 4 条に基づき、活用法第 20 条

第 1 項に規定する民間公益活動促進業務に係る経理とその他の業務に係る経理

とを区分し、民間公益活動促進業務に係る経理については次に掲げる事項を明ら

かにして行うものとする。  

（1）内閣府令第 5 条第 2 項各号に掲げる事項  

（2）休眠預金等交付金を充てた活用法第 21 条に定める民間公益活動促進業務に必要

な経費の内容及び金額  



 

 

（3）活用法第 29 条第 1 項に定める事務に要する経費の財源をその運用によって得

るための運用資金（以下「運用資金」という。）のうち、同項に基づき休眠預金

等交付金から充当した金額  

（4）運用資金のうち、活用法第 29 条第 3 項に基づき運用資金に組み入れた金額  

（5）活用法第 29 条第 3 項に基づき運用資金を取り崩して同法第 21 条第 1 項各号

の業務ごとに充てた休眠預金等交付金の額  

2 民間公益活動促進業務と民間公益活動促進業務以外の業務の双方に関連する収入

及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理するもの

とする。  

 

（経理責任者）  

第６条 経理責任者は、事務局長とする｡ただし、経理責任者に事故があるとき又は経理

責任者が欠けたときは、理事長が経理責任者の職務代行者を指名することができ

る。  

2  経理事務の担当者は、経理責任者の指示に従って経理事務を処理するものとす

る。 

 

（会計責任者） 

第７条 金銭の出納、財産の保管に関しては、その責に任じる会計責任者を置かなければ

ならない｡  

2 会計責任者は、経理責任者が任命する｡  

3 支払業務は、事務局員が請求書その他取引を証する書類を添付した支払伺いを起

案し、事務局規程第 6条で定める権限者の承認を得て行うものとする。 

 4 会計責任者は、日々の支払業務のため必要最小限の現金を小口現金として、事務

局員に預けることができる。ただし、毎月末に帳簿及び残高確認を行うものとす

る。 

5 印鑑と通帳はそれぞれ異なる場所で保管し、個別の管理者を設定するものとす

る。  

 

（勘定科目の設定）  

第８条 この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握

するため必要な勘定科目を設ける｡  

  



 

 

（会計帳簿）  

第９条 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする｡  

（1）主要簿  

ア 仕訳帳   

（2）補助簿  

ア 現金出納帳  イ 預金出納帳  

 

（収支予算書の目的）  

第１０条 収支予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、か

つ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的

とする｡  

  

（収支予算書の作成）  

第１１条 経理責任者は、事業計画に基づき、資金収支ベースの収支予算書の案を作成

し、毎事業年度開始の日の 45 日前までに理事長に報告するものとする。 

２ 理事長は、収支予算書を作成し、理事会の承認を得て確定する｡ 

  

（収支予算の執行）  

第１２条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする｡  

２ 収支予算の執行者は、理事長とする｡  

  

（支出予算の流用）  

第１３条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする｡ただ

し、理事長が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない｡  

  

（決算の目的）  

第１４条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明ら

かにすることを目的とする｡ 

 

（財務諸表等）  

第１５条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、確定した年度決算に基づき、次

に掲げる財務諸表等の案を作成し、毎事業年度の終了後 2 か月以内に理事長に

報告しなければならない｡  

（1）貸借対照表  

（2）正味財産増減計算書  

（3）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書  



 

 

（4）財産目録  

 

（財務諸表等の確定）  

第１６条 理事長は、前条に規定する財務諸表等を作成し、事業報告とともに監事の監査

を受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を得て財務諸表等

及び事業報告を確定する｡ただし、定款第 9条第 2 項に規定する場合には、財

務諸表等（収支決算書を除く。）については、理事会の承認を経た上で、評議

員会においてその承認を得て確定するものとする。  

  

（その他必要とされる書類）  

第１７条 経理責任者は、前条の財務諸表等のほか、正味財産増減計算書内訳表を作成

し、理事長に報告しなければならない｡  

  

（細 則）  

第１８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める｡  

  

（改 廃）  

第１９条 この規程の改廃は、理事会の決議による。  

  

（附 則） 

この規程は、令和 2年 11 月 20 日より施行する。 

 


